
海賊対処法案質問 (090415)要 旨

衆議院議員 武正公一

1、 2条 7号  凶器準備船舶運行行為の見極めはどうするのか(防衛大臣)

2、 EUに よるア トランタ作戦や CTF1 500151と 情報共有するのか (防衛大臣)

3、 米海軍の合同海上部隊 CMFの 指揮下には入らないか(防衛大臣)

4、 アデン湾での海上自衛隊艦船への補給活動の位置づけ(防衛大臣)

5、 補給支援活動におけるACSAの 実態(外務大臣)

6、 国会承認の必要性 (防衛大臣)

7、海上警察の国際連携の必要性(民主党テロ根絶法 28条 )(外務大臣、国土交通大臣)

8、 ソマリア周辺国の海上保安能力の向上への関与(外務大臣、国土交通大臣)

9、 ジプチ会合行動指針署名の働きかけ (外務大臣)

10 ソマリア暫定政府 TFGに ついて(外務大臣)

11 国際海事機関 IMO未 批准条約について (外務大臣、国土交通大臣)

以 上



海賊・テロ特別委員会 2009。4.15
武正公一提出資料

M]◎ め現状

現在、海上阻止活動 lM[○ )は 、以下のような指揮統制下に行われている.

連合国(ooal面on,司令部の機構

十中央軍司令部 (cEHTcoM)

|↑

(64カ国か ら連絡幹部派遣)

(F三―レート国マナマ

'連合国艦隊司令官  (CFMCC, =(米 中央海軍司令官兼第 5艦 隊司令官)
:裏合国艦隊目1司令官 (DCFMCC'=(英 艦隊司令官)

1 1

合国調整セレ:ター=海 自の連絡幹部 2名 派遣(1外務事務官併任)
(Cotttio■ Ooortt■la種o■CenteF)

米第 5艦 隊管轄区域 (AOR)内 の各連合国艦隊の活動区域

C 11囃

CTF 150

連合国艦隊 (C T F158)

北部V・くルシャ湾

連合国艦隊 (C T F150)

/インアド洋

連合国艦隊 (C T F152)

ッやレシャ湾 ホノl′ムズ海峡

奪TF 152

出所 :英海軍ホームページ
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活動海域及び活動拠点等

○ アデン湾において保護対象船舶の防護を実施

○ 補給等のためアデン湾周辺国の港湾 (基本的にジブチ港(ジブチ))に寄港

○ 任務を効率的に実施するため、必要に応じ、補給支援活動に従事する補給

艦から、海賊対処の護衛艦へ給油を実施
○ 関係国、関係機関との連絡調整を図るため、アデン湾周辺国に連絡官を置
く予定
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（国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
く
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
参
加
の
検
討
）

第
二
十
七
条
　
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動

（テ
ロ
攻
撃
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
脅
威
の
除
去
の
た
め
、
テ
ロ
ーー
ス
ト
、

武
器
等
の
移
動
を
国
際
的
協
調
の
下
に
阻
止
し
及
び
抑
止
す
る
た
め
イ
ン
ド
洋

（ペ
ル
シ
ャ
湾
を
含
む
。
，
上
ご
航
行
す
る

船
舶
に
対
し
て
検
査
、
確
認
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
執
る
活
動
を
い
う
。
）
が
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会

の
決
議
に
基
づ
き
国
際
連
合
加
盟
国
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
国
際
的
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
及
び
根
絶

に
寄
与
す
る
た
め
、
こ
れ
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
、
そ
の
要
否
を
含
め
て
検
討
す
る
も
の
と
す

ス

υ

。（航
行
の
安
全
確
保
）

第
二
十
人
条
　
政
府
は
、
公
海
上
そ
の
他
の
海
上
に
お
け
る
我
が
国
の
船
舶
の
主
要
な
航
路
帯
に
お
い
て
テ
ゴ
リ
ス
ト
に
よ
る

攻
撃
等
か
ら
航
行
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
海
上
警
察
の
国
際
間
の
連
携
の
促
進
に
努
め
る
と
と

も
に
、
航
行
の
安
全
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
に
つ
い
て
の
関
係
諸
外
国
の
誠
実
な
履
行
の
確
保
を
働
き
か
け
る

等
、
公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
の
確
保
の
た
め
の
国
際
社
会
の
取
組
に
積
極
的
か
つ
主
導
的
に
寄
与
す
る
も
の
と
す
る
。
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出所:条文より抜粋


